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東京都の廃棄物処理 
廃棄物には⼀般廃棄物と産業廃棄物の 2 種類が存在します。産業廃棄物は，事

業活動に伴って⽣じた廃棄物のうち，法令で定める 20 種類をいい，それ以外の廃

棄物が⼀般廃棄物と定義されています。⼀般廃棄物は，区市町村が処理について

責任を持ち，産業廃棄物は排出事業者が⾃ら処理することが原則となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■廃棄物の区分 

（出典︓令和 2 年版 環境・循環型社会・⽣物多様性⽩書） 

 

東京都の廃棄物処理に⽬を向けると、東京都全体の⼀般廃棄物排出量は、1 年

間で約 450 万トン排出されていて、⼀般廃棄物の約半分は可燃ごみとなっていま

す。東京都の所有する最終処分場である中央防波堤埋⽴処分場は、⼀般廃棄物

（可燃ごみ）を処理場で焼却処分（減量化）した灰を主体として埋め⽴てていま

すが、埋め⽴て残余年数は約 50 年と試算されています。 
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■中央防波堤外側埋⽴処分場の位置と埋⽴て変遷（出典︓東京都環境局） 

現在の処分エリア 
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当協会では廃棄物に関する講習として、平成 30 年に清掃⼯場・埋⽴処分場の⾒

学、座学による講習会を開催しました。 

 

※廃棄物処理に関する講習会の状況については，「東地協ニュー  

ス 2018.12 第 35 号」にて紹介していますので，あわせてご 

覧ください。 

（https://www.tokyo-geo.or.jp/tochikyo_news/pdf/035.pdf） 

 

 


